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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者側に設けられる液透過性の表面シートと、
　前記表面シートよりも非着用者側に設けられる裏面シートと、
　前記着用者からの体液の流出箇所に対応する吸収性物品の中央部分、かつ前記表面シー
トと前記裏面シートとの間に設けられ、少なくとも付加機能を提供する機能性材料を含む
機能性吸収体とを備える吸収性物品であって、
　前記機能性吸収体よりも前記着用者側に設けられ、前記機能性吸収体よりも大きく、か
つ前記機能性吸収体を覆う着用者側吸収体を備え、
　前記着用者側吸収体における前記体液の拡散性は、前記機能性吸収体における前記体液
の拡散性よりも小さくなるように構成されており、
　前記表面シートと前記着用者側吸収体とは、少なくとも一部が圧縮されることによって
接合された複数の第１接合部によって接合されており、
　前記機能性吸収体は、少なくとも一部が圧縮されることによって接合された複数の第２
圧縮部を有し、
　前記第１接合部同士の間隔は、前記第２圧縮部同士の間隔よりも広くなるように構成さ
れており、
　前記付加機能は、消臭機能、抗菌機能、芳香機能又は保温機能である吸収性物品。
【請求項２】
　前記機能性吸収体は、前記機能性材料が外装シートで被覆された後に圧力が加えられ、
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少なくとも一部が圧縮されることによって接合されたシート状である請求項１に記載の吸
収性物品。
【請求項３】
　前記着用者側吸収体の保水性は、前記機能性吸収体の保水性よりも大きい請求項１又は
２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記機能性吸収体の非着用者側に設けられ、前記機能性吸収体からの前記体液を吸収す
る非着用者側吸収体をさらに備える請求項１乃至３の何れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項５】
　前記機能性吸収体と前記着用者側吸収体とは、ホットメルト接着剤によって接合される
請求項１乃至４の何れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記機能性吸収体は、前記機能性材料と吸収性パルプとによって構成される請求項１乃
至５の何れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項７】
　前記機能性材料として、生薬である艾葉又は香附子、当帰の少なくとも１つを含む漢方
薬材料が用いられる請求項１乃至６の何れか一項に記載の吸収性物品。
【請求項８】
　前記機能性材料として、ヨモギ、益母草（ヤクモソウ）、茶、ハッカ、紫蘇（シソ）、
唐辛子、ウコン、ラベンダー、タイム、ティーツリー、アロエ、天然植物を乾燥させたも
の、又は、抗菌性を有した有機系又は無機系化合物粒子が用いられている請求項１乃至６
の何れか一項に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着用者からの体液の流出箇所に対応する吸収性物品の中央部分に設けられ、
着用者からの体液を吸収するとともに、少なくとも付加機能を提供する機能性材料を含む
機能性吸収体とを備える吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、生理ナプキンやパンティライナーなどの吸収性物品は、一般的に、着用者側
に設けられる液透過性の表面シートと、非着用者に設けられる液不透過性の裏面シートと
、表面シート及び裏面シートの間に配置され、着用者からの体液を吸収する本体吸収シー
トとを備える。
【０００３】
　このような吸収性物品には、着用者からの体液の保水機能のみならず、消臭機能や抗菌
機能、芳香機能、保温機能などの付加機能が求められている。例えば、消臭機能を付与す
るため、表面シートと本体吸収シートとの間に、消臭剤などの機能性材料の粉粒体をパル
プシートで包んだ機能性吸収体を備えた吸収性物品が知られている（例えば、特許文献１
参照）。
【０００４】
　機能性材料の粉粒体は、一般的に、黒色や褐色、黄色等の有色であることが多く、色に
よって製品がどの付加機能を有しているのかを、着用者が製品の外部から視認できるよう
に構成されている。つまり、着用者は、機能性材料の粉粒体が設けられた領域の色を認識
することによって、どの付加機能が付与された製品であるのかを確認できる。
【特許文献１】特開２００２－２７２７６９号公報（第２－３頁、第１、２図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の吸収性物品では、次のような問題があった。すなわち、
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着用者からの体液は、表面シートを通過して機能性吸収体及び本体吸収シートで吸収され
るが、吸収性物品に圧力（例えば、体圧）が加わることによって、機能性材料の粉粒体と
混じった体液が表面シートから漏れ出す場合がある。具体的には、一旦機能性吸収体及び
本体吸収シートで吸収された体液が着用者の肌に付着、いわゆる、リウェットが発生する
場合がある。
【０００６】
　特に、機能性材料の粉粒体が有色である場合には、リウェットが発生することによって
表面シートが汚れてしまい、着用者に不快感を与えてしまう。
【０００７】
　また、リウェットを抑制するために、機能性材料の粉粒体を包んだパルプシートを厚く
することが考えられる。しかし、パルプシートが厚くなると、着用者からの体液が機能性
材料の粉粒体に浸透しにくくなり、付加機能が発揮されにくい。
【０００８】
　そこで、本発明は、消臭機能や抗菌機能などの付加機能を提供する機能性材料が設けら
れる場合において、付加機能を確実に発揮できるとともに、リウェットを抑制する吸収性
物品の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。まず、本発明
の第１の特徴は、着用者側に設けられる液透過性の表面シート（表面シート１０）と、前
記表面シートよりも非着用者側に設けられる裏面シート（裏面シート２０）と、前記着用
者からの体液の流出箇所に対応する吸収性物品の中央部分、かつ前記表面シートと前記裏
面シートとの間に設けられ、少なくとも付加機能を提供する機能性材料（例えば、漢方薬
材料）を含む機能性吸収体（機能性吸収体３１０）とを備える吸収性物品（例えば、吸収
性物品１）であって、前記機能性吸収体よりも前記着用者側に設けられ、前記機能性吸収
体よりも大きく、かつ前記機能性吸収体を覆う着用者側吸収体（着用者側吸収体３２０）
を備え、前記着用者側吸収体における前記体液の拡散性は、前記機能性吸収体における前
記体液の拡散性よりも小さいことを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、消臭機能や抗菌機能などの付加機能を提供する機能性材料が設けられ
る場合において、付加機能を確実に発揮できるとともに、リウェットを抑制する吸収性物
品を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
［第１実施形態］
　以下において、本発明に係る第１実施形態に係る吸収性物品１について、図面を参照し
ながら説明する。具体的には、（１）吸収性物品の構成、（２）吸収体の構成、（３）吸
収性物品の製造方法、（４）作用・効果、（５）変更例について、説明する。
【００１２】
　なお、以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一または類似の符号
を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは
異なることに留意すべきである。
【００１３】
　したがって、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。また、
図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論で
ある。
【００１４】
（１）吸収性物品の構成
　まず、第１実施形態に係る吸収性物品１の構成について、図面を参照しながら説明する
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。図１は、第１実施形態に係る吸収性物品１を示す上面展開図（平面図）である。図２は
、第１実施形態に係る吸収性物品１を示す分解斜視図である。なお、第１実施形態に係る
吸収性物品１は、パンティライナーとする。
【００１５】
　図１及び図２に示すように、吸収性物品１は、液透過性である縦長の表面シート１０と
、液透過性又は液不透過性である縦長の裏面シート２０と、表面シート１０及び裏面シー
ト２０の間に配置され、着用者からの体液を吸収する縦長の吸収体３０とを少なくとも備
える。
【００１６】
　ここで、吸収性物品１には、表面シート１０と、後述する吸収体３０を構成する着用者
側吸収体３２０との一部が圧縮されることによって接合された複数のエンボス６０，６１
,６２（第１接合部）が設けられる。なお、表面シート１０は、ホットメルト接着剤等に
よって裏面シート２０と接合される。
【００１７】
　複数のエンボス６０は、ドット状からなる。複数のエンボス６１は、吸収性物品１の長
手方向ＬＤに沿って長い環状、つまり、吸収性物品１の外形に沿って配列される。複数の
エンボス６２は、複数のエンボス６１に囲まれた領域の内側において、吸収性物品１の長
手方向ＬＤに沿って長い環状に配列される。
【００１８】
　表面シート１０は、着用者からの体液を吸収体３０に透過させる。表面シート１０は、
裏面シート２０及び吸収体３０よりも着用者側に設けられる。表面シート１０は、吸収体
３０よりも大きく、かつ吸収体３０を覆うように配置される。表面シート１０としては、
コットン短繊維が１００％であり、繊維長が１５～４０ｍｍであるスパンレース不織布が
挙げられる。
【００１９】
　裏面シート２０は、吸収体３０で吸収した着用者からの体液を透過させないことが好ま
しい。裏面シート２０は、表面シート１０及び吸収体３０よりも非着用者側に設けられる
。裏面シート２０は、吸収体３０で吸収する排泄物などの液体を下着等に付着しないよう
な耐漏水性に優れる材料であることが好ましい。例えば、裏面シート２０は、ポリエチレ
ンフィルム２３ｇ／ｍ２である。
【００２０】
（２）吸収体の構成
　次に、本発明の特徴である吸収体３０の構成について、図面を参照しながら説明する。
図３は、第１実施形態に係る吸収性物品１を示す断面図（図１のＡ－Ａ断面図）である。
【００２１】
　図３に示すように、吸収体３０は、機能性吸収体３１０と、着用者側吸収体３２０とを
少なくとも備える。
【００２２】
（２－１）機能性吸収体の構成
　機能性吸収体３１０は、着用者からの体液を吸収するとともに、消臭機能や抗菌機能、
芳香機能、保温機能などの付加機能を提供する。機能性吸収体３１０は、着用者からの体
液の流出箇所に対応する中央部分に設けられる。つまり、中央部分とは、吸収性物品１の
平面視（図１参照）において、吸収性物品１の長手方向ＬＤ及び幅方向ＷＤの略中央を示
す。
【００２３】
　機能性吸収体３１０は、混合体３１１を２枚の外装シート３１２で被覆された後、すな
わち、混合体３１１を２枚の外装シート３１２で挟んだ後に圧力が加えられ、少なくとも
一部が圧縮されることによって接合されたシート状である。例えば、圧力処理として、ド
ット状の複数のエンボス６３（図２参照）が挙げられる。
【００２４】



(5) JP 5330804 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　混合体３１１は、少なくとも１種類以上の有色（褐色）である機能性材料としての漢方
薬材料と吸収性パルプとによって構成される。
【００２５】
　漢方薬材料の目付は、例えば、１０～６０ｇ／ｍ２である。漢方薬材料は、吸収性パル
プと混合することによって、外装シート３１２に被覆された範囲内において均等に配置さ
れる（すなわち、一様に分散する）。
【００２６】
　漢方薬材料は、着用者からの体液の保水機能に加えて、その他の付加機能（例えば、消
臭機能や抗菌機能、芳香機能、保温機能）を提供する。なお、漢方薬材料は、機能性吸収
体３１０に要求される機能に応じて選択されるとともに、製造工程の観点からも考慮され
る。例えば、漢方薬材料の粉度分布や平均粉径などが考慮される。つまり、漢方薬材料及
び吸収性パルプの比率は、機能性吸収体３１０の吸収性や生産性、製品の外観などのバラ
ンスが考慮される。
【００２７】
　漢方薬材料は、生薬である艾葉又は香附子、当帰の少なくとも何れかを含む。例えば、
漢方薬材料には、香附子、当帰及びヨモギがそれぞれが１０ｇ／ｍ２が使用される。漢方
薬材料は、黒色や褐色、黄色の有色であることが好ましく、特に、茶褐色状の色であるこ
とが好ましい。
【００２８】
　ここで、艾葉（ガイヨウ）の効能としては、身体を温め、食欲増進、胆汁分泌促進、止
血作用などがあり、腹痛、胸やけ、下痢、鼻血、血尿、痔などが挙げられる。艾葉の色と
しては、緑から褐色が一般的である。
【００２９】
　香附子（コウブシ）の効能としては、通経、浄血、鎮痛、鎮痛薬として月経不順、生理
痛、更年期障害などの婦人病、慢性胃炎、十二指腸潰瘍、神経性胃炎などが挙げられる。
香附子の色としては、こげ茶色が一般的である。
【００３０】
　当帰（トウキ）の効能としては、血色不良、冷え性、血行障害に対して補血、強壮、鎮
痛薬として婦人病などが挙げられる。当帰の色としては、茶色が一般的である。
【００３１】
　吸収性パルプの目付は、例えば、５０～９０ｇ／ｍ２である。吸収性パルプとしては、
ＮＢＫＰパルプ（針葉樹晒クラフトパルプ）が挙げられる。
【００３２】
　外装シート３１２は、上述したように、漢方薬材料と吸収性パルプとによって形成され
る混合体３１１を挟む。外装シート３１２は、液透過性であればよい。外装シート３１２
としては、ティッシュが挙げられる。例えば、外装シート３１２は、２３ｇ／ｍ２である
。
【００３３】
（２－２）着用者側吸収体の構成
　着用者側吸収体３２０は、機能性吸収体３１０よりも着用者側、つまり、機能性吸収体
３１０と表面シート１０との間に設けられる。着用者側吸収体３２０は、ドット状の複数
のエンボス６０によって表面シート１０と接合される。着用者側吸収体３２０は、機能性
吸収体３１０とホットメルト接着剤等によって接合される。
【００３４】
　ここで、複数のエンボス６０間の間隔Ｓ１は、上述した機能性吸収体３１０（機能性材
料及び外装シート）に圧力処理が施された複数のエンボス６３間の間隔Ｓ２よりも広いこ
とが好ましい。すなわち、着用者側吸収体３２０の表面積に対する複数のエンボス６０（
第１接合部）の表面積の比率は、機能性吸収体３１０の表面積に対する複数のエンボス６
３（第２圧縮部）の表面積の比率よりも小さいことが好ましい。
【００３５】
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　着用者側吸収体３２０は、機能性吸収体３１０よりも大きく、かつ機能性吸収体３１０
を覆う。すなわち、着用者側吸収体３２０は、機能性吸収体３１０の表面積よりも大きい
。また、着用者側吸収体３２０は、表面シート１０よりも密度が高いことが好ましい。
【００３６】
　着用者側吸収体３２０における体液の拡散性は、機能性吸収体３１０における体液の拡
散性よりも小さい。特に、着用者側吸収体３２０における体液の拡散性は、機能性吸収体
３１０における体液の拡散性の１２０％よりも小さいことが好ましい。
【００３７】
　着用者側吸収体３２０の保水性は、機能性吸収体３１０の保水性よりも大きい。特に、
着用者側吸収体３２０の保水性は、機能性吸収体３１０の保水性の１２０％よりも大きい
ことが好ましい。
【００３８】
　着用者側吸収体３２０の厚みは、１．５ｍｍである。着用者側吸収体３２０の目付は、
７０ｇ／ｍ２である。着用者側吸収体３２０には、吸収性パルプと同様のパルプ６０％と
、ＰＥ／ＰＥＴ芯鞘構造繊維が３０％と、酢酸ビニル樹脂１０とからなるエアレイドパル
プが挙げられる。
【００３９】
（３）吸収性物品の製造方法
　次に、第１実施形態に係る吸収性物品１の製造方法について、図面を参照しながら説明
する。図４は、第１実施形態に係る吸収性物品１の製造方法を示す図である。
【００４０】
　吸収性物品１の製造方法は、各部材成形工程と、第１接合工程と、第２接合工程と、第
３接合工程、第４接合工程とを含む。
【００４１】
（３－１）各部材成形工程
　各部材成形工程では、表面シート１０や裏面シート２０、吸収体３０が成形される。例
えば、機能性吸収体３１０を成形する場合、混合体３１１（漢方薬材料及び吸収性パルプ
）を２枚の外装シート３１２で挟むことによって、機能性吸収体３１０が成形される。な
お、機能性吸収体３１０は、混合体３１１が外装シート３１２で挟まれた状態で所定の圧
力（いわゆる、複数のエンボス６３）が加えられることによって圧縮され、所定の厚さに
シート化される。例えば、所定の圧力は、２．０～３．３ＭＰａであることが好ましい。
【００４２】
（３－２）第１接合工程
　図４（ａ）に示すように、第１接合工程では、表面シート１０と着用者側吸収体３２０
とが、ドット状の複数のエンボス６０によって接合される。具体的には、表面シート１０
における着用者側吸収体３２０側の面の一部と、着用者側吸収体３２０の表面シート１０
側の面の一部とが接合される。
【００４３】
　なお、表面シート１０と着用者側吸収体３２０とが接合される複数のエンボス６０にお
ける間の間隔Ｓ１は、上述した複数のエンボス６３間の間隔Ｓ２（図２参照）よりも広い
ことが好ましい。すなわち、着用者側吸収体３２０の表面積に対する複数のエンボス６０
の表面積の比率は、機能性吸収体３１０の表面積に対する複数のエンボス６３の表面積の
比率よりも小さいことが好ましい。
【００４４】
（３－３）第２接合工程
　図４（ｂ）に示すように、第２接合工程では、裏面シート２０と機能性吸収体３１０と
が、ホットメルト接着剤等によって間欠的に接合される。具体的には、裏面シート２０に
おける機能性吸収体３１０側の面の一部と、機能性吸収体３１０（外装シート３１２）に
おける裏面シート２０側の面の一部とが間欠的に接合される。
【００４５】
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　なお、間欠的とは、接合する面と面との全面が接合されるものではなく、接合されない
領域が設けられるように、ドット状や点線状、線状、スパイラル状等で面と面とを接合す
ることを示す。
【００４６】
（３－４）第３接合工程
　図４（ｃ）に示すように、第３接合工程では、機能性吸収体３１０と着用者側吸収体３
２０とが、ホットメルト接着剤等によって間欠的に接合される。具体的には、機能性吸収
体３１０（外装シート３１２）における着用者側吸収体３２０側の面の一部と、着用者側
吸収体３２０の機能性吸収体３１０側の面の一部とが間欠的に接合される。
【００４７】
（３－５）第４接合工程
　図４（ｄ）に示すように、第４接合工程では、表面シート１０及び機能性吸収体３１０
と、と裏面シート２０とが、ホットメルト接着材等によって間欠的に接合される。具体的
には、表面シート１０及び機能性吸収体３１０における裏面シート２０側の面の一部と、
裏面シート２０における表面シート１０の面の一部とが間欠的に接合される。
【００４８】
（４）作用・効果
　第１実施形態によれば、機能性吸収体３１０は、着用者からの体液の流出箇所に対応す
る吸収性物品１の中央部分に設けられる。これによれば、着用者からの体液が吸収しやす
くなる。従って、消臭機能や芳香機能、抗菌機能、保温機能などの付加機能を確実に発揮
できる。
【００４９】
　着用者側吸収体３２０は、機能性吸収体３１０よりも大きく、機能性吸収体３１０を覆
う。すなわち、着用者側吸収体３２０は、体液を吸収する表面積が機能性吸収体３１０よ
りも広い。また、着用者側吸収体３２０における体液の拡散性は、機能性吸収体３１０に
おける体液の拡散性よりも小さい。これによれば、着用者側吸収体３２０は、着用者側吸
収体３２０上での体液の拡散を抑えつつ、体液を機能性吸収体３１０に吸収させることが
できる。このため、付加機能を確実に発揮できるとともに、機能性吸収体３１０と比べて
、着用者側吸収体３２０に体液を吸収することができる領域（以下、吸収可能領域）が残
存する。
【００５０】
　ところで、機能性吸収体３１０が飽和すると、一旦機能性吸収体３１０に吸収された体
液が機能性吸収体３１０から着用者側吸収体３２０側に戻ってしまう（すなわち、液戻り
が発生する）。しかし、液戻りが発生した場合であっても、上述したように、着用者側吸
収体３２０に吸収可能領域が残存しているため、液戻りした体液を着用者側吸収体３２０
で吸収できる。従って、一旦機能性吸収体３１０に吸収された体液が着用者の肌に付着す
ることを抑制、すなわち、リウェットを抑制できる。
【００５１】
　第１実施形態によれば、着用者側吸収体３２０における体液の拡散性は、機能性吸収体
３１０における体液の拡散性の１２０％よりも小さいことが好ましい。なお、着用者側吸
収体３２０における体液の拡散性が機能性吸収体３１０における体液の拡散性の１２０％
よりも大きいと、着用者からの体液が着用者側吸収体３２０で拡散し、体液が着用者側吸
収体３２０の広い領域を使用して吸収されてしまうため、当該体液が機能性吸収体３１０
に移行しにくくなり、付加機能を発揮しにくいことがある。
【００５２】
　第１実施形態によれば、着用者側吸収体３２０における体液の保水性は、機能性吸収体
３１０における体液の保水性よりも大きい。これによれば、着用者側吸収体３２０には、
体液の吸収に使用されていない吸収可能領域が広く残存した状態で、体液が機能性吸収体
３１０に移行するため、仮に、液戻りが発生した場合であっても、液戻りした体液を着用
者側吸収体３２０で確実に吸収できる。
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【００５３】
　第１実施形態によれば、着用者側吸収体３２０の保水性は、機能性吸収体３１０の保水
性１２０％よりも大きいことが好ましい。なお、着用者側吸収体３２０の保水性が機能性
吸収体３１０の保水性の１２０％よりも小さいと、液戻りが発生した場合であっても、液
戻りした体液を着用者側吸収体３２０で吸収しにくくなってしまうことがある。
【００５４】
　第１実施形態によれば、機能性吸収体３１０と着用者側吸収体３２０とは、ホットメル
ト接着剤によって接合される。仮に、着用者側吸収体３２０の体液の拡散性は、機能性吸
収体３１０の体液の拡散性よりも小さい際に、機能性吸収体３１０及び着用者側吸収体３
２０の少なくとも一部が圧縮されること（例えば、エンボス）によって接合されると、圧
縮接合された部分に体液が集まりやすくなり、液戻りが発生した場合に、圧縮接合された
部分から表面シート１０側へ体液が漏出しやすくなってしまう。しかし、機能性吸収体３
１０と着用者側吸収体３２０とがホットメルト接着剤によって接合されることによって、
着用者側吸収体３２０の体液の拡散性を、機能性吸収体３１０の体液の拡散性に近づける
ことなく、着用者側吸収体３２０の体液の拡散性は、機能性吸収体３１０の体液の拡散性
よりも小さく維持できる。従って、着用者側吸収体３２０の吸収可能領域が残存するため
、液戻りが発生した場合であっても、液戻りした体液を着用者側吸収体３２０で吸収でき
る。
【００５５】
　第１実施形態によれば、機能性吸収体３１０は、機能性材料と吸収性パルプとを有する
。これによれば、機能性材料（すなわち、漢方薬材料）を均等に配置しやすくなる。つま
り、機能性材料が一様に分散される。従って、機能性吸収体３１０の色相が偏らなずに、
吸収性物品１の外観を損なうことなく、機能性吸収体３１０全体において、漢方薬材料が
提供する付加機能を確実に発揮できる。
【００５６】
　第１実施形態によれば、表面シート１０と着用者側吸収体３２０とが接合される複数の
エンボス６０間の間隔Ｓ１が、機能性吸収体３１０に圧力処理が施された複数のエンボス
６３間の間隔Ｓ２よりも広い。すなわち、着用者側吸収体３２０の表面積に対する複数の
エンボス６０の表面積の比率は、機能性吸収体３１０の表面積に対する複数のエンボス６
３の表面積の比率よりも小さい。これによれば、機能性吸収体３１０全体の厚さが薄くな
るとともに、機能性吸収体３１０全体の密度が大きくなる。このため、機能性吸収体３１
０における体液の拡散性は、着用者側吸収体３２０における体液の拡散性よりも大きくな
る。
【００５７】
　例えば、機能性吸収体３１０全体を平滑なロール等で一様に圧縮するよりも、ドット状
に凸部のあるロール等で圧縮することによって、ひとつのドットあたりにかかる圧力が大
きくなるため、機能性吸収体３１０、つまり、混合体３１１と外装シート３１２との接合
力が高くなるとともに、機能性材料（すなわち、漢方薬材料）の動きを制限でき、機能性
材料をさらに均等に配置できる。一方、着用者側吸収体３２０における体液の拡散性が機
能性吸収体３１０における体液の拡散性よりも小さくなることによって、付加機能を確実
に発揮できるとともに、リウェットを抑制できる。
【００５８】
（５）変更例
　上述した第１実施形態に係る吸収性物品１は、以下のように変更してもよい。図５は、
変更例に係る吸収性物品１Ａを示す断面図である。なお、上述した第１実施形態に係る吸
収性物品１と同一部分には同一の符号を付して、相違する部分を主として説明する。
【００５９】
　上述した第１実施形態に係る吸収性物品１では、吸収体３０が機能性吸収体３１０と着
用者側吸収体３２０とを有する。これに対して、変更例に係る吸収性物品１Ａは、吸収体
３０が機能性吸収体３１０と着用者側吸収体３２０とに加え、非着用者側吸収体３３０を
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有する。
【００６０】
　具体的には、図５（ａ）に示すように、非着用者側吸収体３３０は、機能性吸収体３１
０を通過した体液を吸収する。非着用者側吸収体３３０は、機能性吸収体３１０の非着用
者側、つまり、裏面シート２０と機能性吸収体３１０との間に配置される。
【００６１】
　非着用者側吸収体３３０は、ホットメルト接着剤等によって機能性吸収体３１０と間欠
的に接合される。また、非着用者側吸収体３３０は、ホットメルト接着剤等によって裏面
シート２０に間欠的に接合される。
【００６２】
　非着用者側吸収体３３０としては、着用者側吸収体３２０と同様のエアレイドパルプや
湿式パルプ不織布などによって形成されたシートによって構成される。
【００６３】
　エアレイドパルプは、ＮＢＫＰパルプ（針葉樹晒クラフトパルプ）の重量比率が２０～
９０％、ＰＥ／ＰＰ又はＰＥ／ＰＥＴ芯鞘繊維（もしくはサイドバイサイド繊維）が０～
７０％、バインダー樹脂・酢酸ビニル樹脂、又はスチレン系熱可塑性エラストマー（例え
ば、ＳＢＳやＳＥＢＳ）などの合成ゴムが２～３０％によって構成される。なお、非着用
者側吸収体３３０には、目付４０ｇ／ｍ２、厚み０．７ｍｍのエアレイドパルプシートが
使用される。エアレイドパルプシートの厚みは、０．２ｍｍ～２．０mmが好ましく、特に
、０．４mm～１．６mmであることが好ましい。
【００６４】
　湿式パルプ不織布は、ＮＢＫＰ叩解パルプの重量比率が２０～９０％、ポリエチレン短
繊維ＳＷＰが０～５０％、レーヨン短繊維（１．１～２．２ｄｔｅｘ　繊維長３～１０ｍ
ｍ）が０～５０％、紙力増強剤（カチオン化でんぷん等）が０．５～４％である。なお、
湿式パルプ不織布の全体目付は、２０～１２０ｇ／ｍ２であり、特に、２５～１００ｇ／
ｍ２であることが好ましい。
【００６５】
　変更例に係る吸収性物品１Ａによれば、機能性吸収体３１０と着用者側吸収体３２０と
に加え、非着用者側吸収体３３０を有することによって、機能性吸収体３１０を通過した
体液をより効率的に非着用者側吸収体３３０で吸収できる。
【００６６】
　ここで、非着用者側吸収体３３０は、必ずしもホットメルト接着剤等によって機能性吸
収体３１０と間欠的に接合される必要はなく、例えば、図５（ｂ）に示すように、少なく
とも一部が圧縮されることによって接合された複数のエンボス６５により機能性吸収体３
１０と間欠的に接合されてもよい。
【００６７】
　これによれば、非着用者側吸収体３３０と機能性吸収体３１０とは、複数のエンボス６
５により接合されることによって、ホットメルト接着剤等によって接合される場合と比べ
て、接合強度が増大するとともに、着用者側吸収体３２０から非着用者側吸収体３３０へ
の体液の連通性が高まり（すなわち、体液が非着用者側吸収体３３０へ移行されやすく）
、着用者からの体液をより効率的に非着用者側吸収体３３０で吸収できる。
【００６８】
［第２実施形態］
　以下において、本発明に係る第２実施形態に係る吸収性物品１００について、図面を参
照しながら説明する。具体的には、（１）吸収性物品の構成、（２）吸収体の構成、（３
）吸収性物品の製造方法、（４）作用・効果について、説明する。なお、上述した第１実
施形態に係る吸収性物品１と同一部分には同一の符号を付して、相違する部分を主として
説明する。
【００６９】
（１）吸収性物品の構成



(10) JP 5330804 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　まず、第２実施形態に係る吸収性物品１００の構成について、図面を参照しながら説明
する。図６は、第２実施形態に係る吸収性物品１００を示す上面展開図（平面図）である
。図７は、第２実施形態に係る吸収性物品１００を示す分解斜視図である。なお、本実施
形態に係る吸収性物品１００は、生理用ナプキンとする。
【００７０】
　図６及び図７に示すように、吸収性物品１００は、表面シート１０と、表面シート１０
と、吸収体３０とに加え、表面シート１０の側部における両側に配置されるサイドシート
４０とを備える。
【００７１】
　ここで、吸収性物品１００には、吸収性物品１００の幅方向ＷＤにおける略中央に、長
手方向ＬＤに沿った吸収領域５０が設けられている。吸収領域５０は、表面シート１０及
び吸収体３０によって構成される。吸収領域５０には、表面シート１０と機能性吸収体３
１０及び非着用者側吸収体３３０との一部が圧縮されることによって接合された複数のエ
ンボス６６Ａ，６６Ｂが設けられる。
【００７２】
　吸収性物品１００の側部における両側のそれぞれには、幅方向ＷＤ外側に延出するウィ
ング部７０Ｌ，７０Ｒが形成される。ウィング部７０Ｌ，７０Ｒは、サイドシート４０と
裏面シート２０とによって形成される。
【００７３】
　表面シート１０としては、ポリエチレン／ポリプロピレンとした芯鞘構造の繊維（以下
、ＰＥ／ＰＰ芯鞘構造繊維）７０％と、ポリエチレン／ポリエチレンテレフタレートとし
た芯鞘構造の繊維（以下、ＰＥ／ＰＥＴ芯鞘構造繊維）３０％とからなるエアースルー不
織布が挙げられる。例えば、表面シート１０は、３０ｇ／ｍ２である。
【００７４】
　サイドシート４０は、表面シート１０の幅方向ＷＤ外側で表面シート１０と接する。具
体的には、サイドシート４０は、長手方向ＬＤに沿って略等間隔で形成され、少なくとも
一部が圧縮されることにより接合された複数のエンボス６７よって、表面シート１０と接
合される。サイドシート４０は、撥水性に優れた材料であることが好ましい。
【００７５】
（２）吸収体の構成
　次に、本発明の特徴である吸収体３０の構成について、図面を参照しながら説明する。
図８は、第２実施形態に係る吸収性物品１００を示す断面図（図６のＢ－Ｂ断面図）であ
る。
【００７６】
　図８に示すように、吸収体３０は、機能性吸収体３１０と、着用者側吸収体３２０と、
非着用者側吸収体３３０とを備える。
【００７７】
（２－１）機能性吸収体
　機能性吸収体３１０は、第１実施形態と同様に、混合体３１１を２枚の外装シート３１
２で挟んだ後に圧力が加えられたシート状である。外装シート３１２の目付は、例えば、
１３～１６ｇ／ｍ２である。
【００７８】
（２－２）着用者側吸収体
　着用者側吸収体３２０には、吸収性パルプと同様のパルプ８０％と、繊維長が７ｍｍ、
繊度１．７ｄｔｅｘのＰＥ／ＰＥＴ芯鞘構造繊維が１７％と、カチオン化でんぷん３％と
によって構成されるクレープ紙が挙げられる。例えば、着用者側吸収体３２０の目付は、
３０ｇ／ｍ２である。
【００７９】
（２－３）非着用者側吸収体
　非着用者側吸収体３３０は、着用者からの体液を吸収して保持する（いわゆる、本体吸
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収シートである）。非着用者側吸収体３３０は、機能性吸収体３１０及び着用者側吸収体
３２０よりも非着用者側、つまり、裏面シート２０と機能性吸収体３１０との間に配置さ
れる。非着用者側吸収体３３０は、少なくとも一部が圧縮されることによって接合された
複数のエンボス６６Ａ，６６Ｂによって表面シート１０と接合される。また、非着用者側
吸収体３３０は、ホットメルト接着剤等によって裏面シート２０と接合される。
【００８０】
　非着用者側吸収体３３０の密度は、５．５～３．０ｇ／ｍ３であり、特に、０．６～２
．０ｇ／ｍ３であることが好ましい。非着用者側吸収体３３０は、高吸収ポリマーが混入
された粉砕パルプ３３１を包込シート３３２で包まれる。
【００８１】
　粉砕パルプ３３１の厚みは、０．１５～０．７ｍｍであり、特に、０．２～０．６ｍｍ
であることが好ましい。粉砕パルプ３３１の目付は、機能性吸収体３１０の配置領域にお
いて３００～５００ｇ／ｍ２である。なお、粉砕パルプ３３１には、クレープ処理などが
施されてもよい。粉砕パルプ３３１としては、吸収性パルプと同様に、エアレイドパルプ
や湿式パルプ不織布などが挙げられる。
【００８２】
　包込シート３３２の目付は、例えば、１５ｇ／ｍ２である。なお、非着用者側吸収体３
３０における機能性吸収体３１０が配置される領域以外の領域の目付は、１８０～２５０
ｇ／ｍ２であり、特に、１９０～２１０ｇ／ｍ２であることが好ましい。例えば、包込シ
ート３３２としては、エアスルー不織布やポイントボンド不織布、ティッシュ等が挙げら
れる。
【００８３】
（３）吸収性物品の製造方法
　次に、第２実施形態に係る吸収性物品１００の製造方法について、図面を参照しながら
説明する。図９は、第２実施形態に係る吸収性物品１００の製造方法を示す図である。
【００８４】
　吸収性物品１００の製造方法は、各部材成形工程と、第１接合工程と、第２接合工程と
、第３接合工程、第４接合工程と、第５接合工程と、第６接合工程とを含む。
【００８５】
（３－１）各部材成形工程
　各部材成形工程では、表面シート１０やサイドシート４０、裏面シート２０、吸収体３
０が成形される。例えば、非着用者側吸収体３３０を成形する場合、粉砕パルプ３３１を
包込シート３３２で包み込むことによって、非着用者側吸収体３３０が成形される。
【００８６】
（３－２）第１接合工程
　図９（ａ）に示すように、第１接合工程では、表面シート１０と着用者側吸収体３２０
とが、ドット状の複数のエンボス６０によって接合される。具体的には、表面シート１０
における着用者側吸収体３２０側の面の一部と、着用者側吸収体３２０の表面シート１０
側の面の一部とが接合される。
【００８７】
　なお、表面シート１０と着用者側吸収体３２０とが接合される複数のエンボス６０にお
ける間の間隔Ｓ１は、機能性吸収体３１０（機能性材料及び外装シート）に圧力処理が施
された複数のエンボス６３間の間隔Ｓ２（図７参照）よりも大きい。すなわち、着用者側
吸収体３２０の表面積に対する複数のエンボス６０の表面積の比率は、機能性吸収体３１
０の表面積に対する複数のエンボス６３の表面積の比率よりも小さいことが好ましい。
【００８８】
（３－３）第２接合工程
　図９（ｂ）に示すように、第２接合工程では、表面シート１０とサイドシート４０とが
、複数のエンボス６７によって接合される。具体的には、表面シート１０におけるサイド
シート４０側の面の一部と、サイドシート４０における表面シート１０側の面の一部とが
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接合される。
【００８９】
　なお、表面シート１０とサイドシート４０とは、必ずしも複数のエンボス６７によって
接合される必要はなく、例えば、ホットメルト接着材等によって間欠的に接合されてもよ
い。
【００９０】
（３－４）第３接合工程
　図９（ｃ）に示すように、第３接合工程では、機能性吸収体３１０と非着用者側吸収体
３３０とが、複数のエンボス６８によって接合される。具体的には、機能性吸収体３１０
（外装シート３１２）における非着用者側吸収体３３０側の面の一部と、非着用者側吸収
体３３０における機能性吸収体３１０側の面の一部とが接合される。
【００９１】
　なお、機能性吸収体３１０と非着用者側吸収体３３０とは、必ずしも複数のエンボス６
８によって接合される必要はなく、例えば、ホットメルト接着剤等によって間欠的に接合
されてもよい。
【００９２】
（３－５）第４接合工程
　図９（ｄ）に示すように、第４接合工程では、機能性吸収体３１０と着用者側吸収体３
２０とが、ホットメルト接着剤等によって接合される。具体的には、機能性吸収体３１０
（外装シート３１２）における着用者側吸収体３２０側の面の一部と、着用者側吸収体３
２０の機能性吸収体３１０側の面の一部とが接合される。
【００９３】
（３－６）第５接合工程
　図９（ｅ）に示すように、第５接合工程では、表面シート１０と非着用者側吸収体３３
０とが、上述した複数のエンボス６６Ａ，６６Ｂによって接合される。具体的には、表面
シート１０における非着用者側吸収体３３０側の面の一部と、機能性吸収体３１０及び着
用者側吸収体３２０が接合された非着用者側吸収体３３０における表面シート１０側の面
の一部とが接合される。なお、複数のエンボス６６Ａ，６６Ｂは、機能性吸収体３１０の
配置領域を除く位置に形成される。
【００９４】
（３－７）第６接合工程
　図９（ｆ）に示すように、第６接合工程では、表面シート１０の側部及び非着用者側吸
収体３３０と、裏面シート２０とが、ホットメルト接着材等によって接合される。具体的
には、表面シート１０及び非着用者側吸収体３３０における裏面シート２０側の面の一部
と、裏面シート２０における表面シート１０の面の一部とが接合される。
【００９５】
（作用・効果）
　第２実施形態に係る吸収性物品１００によれば、第１実施形態の作用・効果と同様に、
消臭機能や抗菌機能などの付加機能を提供する機能性材料が設けられる場合において、付
加機能を確実に発揮できるとともに、リウェットを抑制できる。
【００９６】
［その他の実施形態］
　上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一
部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示
から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００９７】
　例えば、本発明の実施形態は、次のように変更することができる。具体的には、表面シ
ート１０は、吸収体３０よりも大きいものとして説明したが、これに限定されるものでは
なく、着用者側吸収体３２０と同一の大きさであっても勿論よい。
【００９８】
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　機能性材料は、漢方薬材料であるものとして説明したが、これに限定されるものではな
く、付加機能（例えば、消臭機能や抗菌機能、芳香機能、保温機能）を有する材料であれ
ば特に制限はない。例えば、機能性材料として、ヨモギ、益母草（ヤクモソウ）、茶、ハ
ッカ、紫蘇（シソ）、唐辛子、ウコン、ラベンダー、タイム、ティーツリー、アロエ等や
、天然植物を乾燥させたもの等が挙げられる。さらに、機能性材料として、塩化ベンザル
コニウム、塩化セチルピリジニウム（ＣＰＣ）など抗菌性を有した有機系又は無機系化合
物粒子等も挙げられる。
【００９９】
　機能性吸収体３１０は、混合体３１１を外装シート３１２で挟むことによって形成され
るものとして説明したが、これに限定されるものではなく、混合体３１１を外装シート３
１２で包むように形成されてもよい。この場合、外装シート３１２の幅方向ＷＤにおける
端部同士は、非着用者側吸収体３３０側で互いに重なり合うように設けられることが好ま
しい。また、機能性吸収体３１０は、外装シート３１２に部分的に混合体３１１を配置し
て外装シート３１２で被覆するものであってもよい。例えば、外装シート３１２に混合体
３１１をストライプ状やドット状等に配置して外装シート３１２で被覆してもよい。また
、機能性吸収体３１０は、所定のシートに機能性材料（漢方薬材料）を浸透させて乾かせ
て形成されたシート等であってもよいことは勿論である。
【０１００】
　吸収性物品１，１００の製造方法については、本発明の吸収性物品１，１００の製造が
可能であれば特に順序については制限はない。
【０１０１】
　吸収体３０（特に、機能性吸収体３１０や着用者側吸収体３２０）は、パンティライナ
ーや生理用ナプキンに設けられるものとして説明したが、これに限定されるものではなく
、成人用や子供用のオムツなど、液体を吸収する様々な物品に適用できる。例えば、吸収
体３０は、布ナプキンに設けられていてもよいことは勿論である。
【０１０２】
　このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿
論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に
係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
【０１０３】
［比較評価］
　以下において、本発明の効果をさらに明確にするために、以下の比較例及び実施例に係
る吸収性物品を用いて行った試験結果について説明する。具体的には（１）拡散性評価、
（２）保水性評価、（３）液戻り評価、（４）総合評価について説明する。
【０１０４】
　ここで、比較例１，２及び実施例１，２に係る吸収性物品の構成については、表１に示
す通りである。なお、本発明はこれらの例によってなんら限定されるものではない。
【０１０５】
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【表１】

【０１０６】
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（１）拡散性評価
　拡散性評価は、表１に示す比較例１,２及び実施例１,２の条件下で、２５ｍｍ×１５０
ｍｍの各サンプルを３枚用意し、ＪＩＳ－Ｌ１９０６「繊維製品の吸水性試験方法」に規
定されている吸水速度（バイレック法）によって各吸収性物品の拡散性を測定した。
【０１０７】
　具体的には、図１０に示すように、液体（いわゆる、人工尿）が入ったシャーレに、各
サンプルが１０ｍｍ浸けられる。なお、液体は、水道水、生理食塩水（０．９％ＮａＣl
）、食用油及び着色剤（油；オイルレッド、水；食用青色）によって形成される。
【０１０８】
　各吸収性物品において、図１０（ａ）に示す各吸収性物品の長手方向ＬＤに上昇した液
体の高さＨ１と、図１０（ｂ）に示す各吸収性物品の幅方向ＷＤに上昇した液体の高さＨ
２とを測定した。なお、上述した液体が上昇する高さは、６０秒までは１０秒毎に測定さ
れ、その後３００秒までは３０秒毎に測定された。
【０１０９】

【表２】

【０１１０】
　この結果、表２に示すように、実施例１，２に係る吸収性物品は、機能性吸収体のみの
比較例１に係る吸収性物品に比べ、数値が小さいため、拡散性が小さいことが判る。なお
、比較例２に係る吸収性物品は、他の吸収性物品に比べて拡散性が小さ過ぎる。
【０１１１】
（２）保水性評価
　保水性評価は、表１に示す比較例１,２及び実施例１,２の条件下で、６０ｍｍ×６０ｍ
ｍの各サンプルを用意し、各サンプルの重量を測定する。そして、各サンプルをメッシュ
状の金網上に置き、３分間トレイに入れた液体（いわゆる、人工尿）に浸ける。金網ごと
サンプルを引き上げて、各サンプルの液体を軽く切り、５分間静置した。その後、金網と
サンプルの重量、金網の重量を測定する。また、各サンプルをサンプル台上に置き、８４
０ｇの重りを載せて３分間放置する。そして、各サンプルの試験前の重量と試験後の重量
とを比較する。
【０１１２】

【表３】

【０１１３】



(16) JP 5330804 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　この結果、表３に示すように、実施例１に係る吸収性物品は、比較例１，２に係る吸収
性物品に比べ、吸収体の重量が重いため、保水性に優れていることが判る。実施例２に係
る吸収性物品は、機能性吸収体のみの比較例１と同等の保水性であることが判る。
【０１１４】
（３）液戻り評価
　リウェット評価は、表１に示す比較例２及び実施例１の条件下で、６０ｍｍ×３０ｍｍ
の機能性吸収体、及び１５０ｍｍ×７０ｍｍの着用者側吸収体をホットメルトにて接合し
、各サンプルを用意した。図１１に示すように、着用者側吸収体の中心部に液体（いわゆ
る、人工血液（１．０ｍｍ））を滴下し、３分間置いた。そして、液体を滴下した側から
非着用者側吸収体及び着用者側吸収体上で拡散した液体の寸法（以下、拡散寸法）を測定
した。なお、液体は、水道水及び生理食塩水（０．９％ＮａＣl）によって形成される。
【０１１５】
　その後、各サンプルにろ紙を重ねて銅製のスケール（２０ｇ／ｃｍ２）で３分間加重（
圧力）を加えた。そして、３分間加重が加えられた後の非着用者側吸収体及び着用者側吸
収体の拡散寸法を測定した。
【０１１６】
【表４】

【０１１７】
　この結果、表４に示すように、スケールが加えられる前と後とにおいて、実施例１に係
る吸収性物品では、着用者側吸収体及び機能性吸収体のそれぞれの拡散寸法が変化してい
ない。一方、比較例２に係る吸収性物品では、着用者側吸収体及び機能性吸収体のそれぞ
れの拡散寸法が増加している。従って、実施例１に係る吸収性物品は、比較例２に係る吸
収性物品と比べて、機能性吸収体から着用者側吸収体への液戻りの量が少ないないことが
判った。
【０１１８】
（４）総合評価
　以上のように、実施例１，２に係る吸収性物品は、比較例１，２に係る吸収性物品に比
べ、非着用者側吸収体の拡散性が小さく、保水性が大きいため、液戻りが発生しにくいこ
とが判った。
【０１１９】
　なお、比較例１に係る吸収性物品は、着用者側吸収体が設けられていないため、いわゆ
る液戻りが発生した場合であっても、液体を吸収できない。また、比較例２に係る吸収性
物品は、拡散性が小さいが、保水性も小さいため、いわゆる液戻りが発生した場合であっ
ても、着用者側吸収体で液体を吸収できないことが判った。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】第１実施形態に係る吸収性物品１を示す上面展開図（平面図）である。
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【図２】第１実施形態に係る吸収性物品１を示す分解斜視図である。
【図３】第１実施形態に係る吸収性物品１を示す断面図（図１のＡ－Ａ断面図）である。
【図４】第１実施形態に係る吸収性物品１の製造方法を示す図である。
【図５】変更例に係る吸収性物品１Ａを示す断面図である。
【図６】第２実施形態に係る吸収性物品１００を示す上面展開図（平面図）である。
【図７】第２実施形態に係る吸収性物品１００を示す分解斜視図である。
【図８】第２実施形態に係る吸収性物品１００を示す断面図（図６のＢ－Ｂ断面図）であ
る。
【図９】第２実施形態に係る吸収性物品１００の製造方法を示す図である。
【図１０】比較評価において、保水性評価を説明するための図である。
【図１１】比較評価において、リウェット評価を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１２１】
１,１Ａ,１００…吸収性物品、１０…表面シート、２０…裏面シート、３０…吸収体、４
０…サイドシート、５０…吸収領域、６０～６３，６５～６８…エンボス、７０Ｌ，７０
Ｒ…ウィング部、３１０…機能性吸収体、３１１…混合体、３１２…外装シート、３２０
…着用者側吸収体、３３０…非着用者側吸収体、３３１…粉砕パルプ、３３２…包込シー
ト

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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